
○

農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
十
六
号
）

改

正

案

現

行

（
資
産
の
評
価
）

（
資
産
の
評
価
）

第
百
六
条

資
産
に
つ
い
て
は
、
こ
の
命
令
又
は
法
以
外
の
法
令
に
別
段
の
定
め

第
百
六
条

資
産
に
つ
い
て
は
、
こ
の
命
令
又
は
法
以
外
の
法
令
に
別
段
の
定
め

が
あ
る
場
合
を
除
き
、
会
計
帳
簿
に
そ
の
取
得
価
額
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

が
あ
る
場
合
を
除
き
、
会
計
帳
簿
に
そ
の
取
得
価
額
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

次
に
掲
げ
る
資
産
に
つ
い
て
は
、
事
業
年
度
の
末
日
に
お
い
て
そ
の
時
の
時

６

次
に
掲
げ
る
資
産
に
つ
い
て
は
、
事
業
年
度
の
末
日
に
お
い
て
そ
の
時
の
時

価
又
は
適
正
な
価
格
を
付
す
こ
と
が
で
き
る
。

価
又
は
適
正
な
価
格
を
付
す
こ
と
が
で
き
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

市
場
価
格
の
あ
る
資
産
（
子
法
人
等
及
び
関
連
法
人
等
の
株
式
並
び
に
満

二

市
場
価
格
の
あ
る
資
産
（
子
法
人
等
及
び
関
連
法
人
等
の
株
式
並
び
に
満

期
保
有
目
的
の
債
券
（
満
期
ま
で
所
有
す
る
意
図
を
も
っ
て
保
有
す
る
債
券

期
保
有
目
的
の
債
券
（
満
期
ま
で
所
有
す
る
意
図
を
も
っ
て
保
有
す
る
債
券

（
満
期
ま
で
所
有
す
る
意
図
を
も
っ
て
取
得
し
た
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う

を
い
う
。
）
を
除
く
。
）

。
）
を
除
く
。
）

三

（
略
）

三

（
略
）



農林中央金庫法施行規則（平成十三年九月十三日内閣府・農林水産省令第十六号） 新旧対照表○

改 正 案 現 行

別紙様式第２号（第25条第１項関係） （日本工業規格Ａ４） 別紙様式第２号（第25条第１項関係） （日本工業規格Ａ４）

年度（ 年 月 日現在）貸借対照表 年度（ 年 月 日現在）貸借対照表

（略） （略）

（記載上の注意） （記載上の注意）
１ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連が明らかに １ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連が明らかに

なるように記載すること。 なるように記載すること。
(1)～(5) （略） (1)～(5) （略）
(6) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条の７第１項から第３項までに規定す (6) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条の７第１項から第５項までに規定す

る有価証券に関する事項 る有価証券に関する事項
(7)～(24) （略） (7)～(24) （略）

２～９ （略） ２～９ （略）



農林中央金庫法施行規則（平成十三年九月十三日内閣府・農林水産省令第十六号） 新旧対照表○

改 正 案 現 行

（ ） （ ） （ ） （ ）別紙様式第10号 第111条第２項関係 日本工業規格Ａ４ 別紙様式第10号 第111条第２項関係 日本工業規格Ａ４
連 結 業 務 報 告 書 連 結 業 務 報 告 書

年 月 日から 年 月 日から
年度 年度

年 月 日まで 年 月 日まで

（略） （略）

第１ 事業概況書 （略） 第１ 事業概況書 （略）
第２ 連結財務諸表 第２ 連結財務諸表

１ （略） １ （略）
２ 年度（ 年 月 日現在）連結貸借対照表 ２ 年度（ 年 月 日現在）連結貸借対照表

（略） （略）

（記載上の注意） （記載上の注意）
１ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連が明らかに １ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連が明らかにな

なるように記載すること。 るように記載すること。
(1)～(6) （略） (1)～(6) （略）
(7) 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第15条の６第１項から第３項までに規定 (7) 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第15条の６第１項から第５項までに規定す

する有価証券に関する事項 る有価証券に関する事項
(8)～(22) （略） (8)～(22) （略）

２～９ （略） ２～９ （略）
３～５（略） ３～５（略）


